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r6物価_3_2 r6物価_3_2

（単位：千円）

-                       -                       

34,230                                       -
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

-                       -                       
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

給付費　交付限度額②　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

            1,830,860 -                       

66,700                
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（未配分額の減額後※）
（※　第２回提出分までの配分予定額と同等）

-                       
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）

事務費　交付限度額③　（※）
（※　被災世帯向け給付にかかる交付限度額の今回追加分）

-                       593,283              国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年7月5日通知分）

-                       744,000              国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

事業数 13

-                       39,640                国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（今回追加分）

最終事業NO 20

181,930              -                       国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和7年●月通知分）

前回から記載内容に
変更があった事業数 12

-                       
　（うち"交付対象経費の
みの変更"を除いた変更
事業数）

12

-                       国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

　（うち給付金事業数） 2

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額④　（令和6年12月通知分）

-                       593,283              国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（今回追加分）

34,230                744,000              国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和7年●月通知分）

-                       39,640                

2,012,790            -                       国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年度通知分）

66,700                1,376,923            国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年●月通知分）

-                       

2,113,720            

            3,490,643
Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費
国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令
和6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）

（給付支援サービス分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  3,597,470  3,499,350  -  34,230 - 2,012,790 66,700 - 601,990 744,000 39,640 - 98,120 

令和5年度住民税均等割非課
税世帯（7万円）

（低所得世帯支援枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○

松本市価格高騰低所得世帯
重点支援給付金支給事業【物
価高騰対策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 34,230 34,230 - 34,230 - - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　22278世帯×70千円　　のうちR６計画
分
④R５年度分の住民税非課税世帯　（22278世帯）

－ ○ － R6.1 R6.6 対象世帯に対して令和5年12
月までに支給を開始する

ホームページ
対象分野に関連しな
い R5補正（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

※不足額給付は含まない
2 R5_予備

(※)
一体支援 ○ ○ ○

定額減税補足給付金（調整給
付）支給事業等【物価高騰対
策給付金】

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 2,079,490 2,079,490 - 2,012,790 66,700 - - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　3729世帯×100千円、令和６年度非
課税化世帯　2836世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化世帯
1210世帯×100千円、子ども加算　3962人×50千円、定額減税を補足
する給付の対象者　68280人　(1574690千円）　　のうちR６計画分
事務費　66700千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託
料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（7775世帯）、定額減税を補足する
給付の対象者数（68280人）

－ ○ － R6.3 R6.11 対象世帯に対して令和6年7月
までに支給を開始する

ホームページ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R5予備費）
3 - - 

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の給付費

（家計急変への横出し等・補
正）

4 - - 

一体給付関連の給付費
（上乗せ等・予備費）

5 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

6 - - 

令和6年度住民税均等割非課
税世帯（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援
枠等）

7 R6_補正 低所得 ○ ○ ○ 物価高騰低所得世帯重点支
援給付金支給事業

Ⅱ．物価高の克服 ○ － 783,640 783,640 - 744,000 39,640 - 

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R６の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　23000世帯×30千円、子ども加
算　2700人×20千円　　のうちR６計画分
事務費　39640千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委託
料　人件費　その他　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（23000世帯）

－ ○ － R7.3 R7.3 対象世帯に対して令和7年3月
までに支給を開始する

ホームページ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
8 - - 

令和６年度低所得世帯支援枠
等関連の給付費

（家計急変への横出し等・R6補
正）

9 - - 

事務費
（上乗せ・横出し）

10 - - 

令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

財政課担当部局課名

-                                                   20202

【20_長野県】

20202_長野県松本市

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0263-34-3273

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係

【調整後】本省繰越希望額
（R6補正により措置された推奨事業メニュー分　交付限度額⑦に係る希望額）

（交付限度額⑦を上限とする）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（給付費）

交付限度額⑧に係る希望額）

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

zaisei@city.matsumoto.lg.jp

総事業費
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34,230                                            

移替先

53,501                                                              

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策等分）

小計　交付限度額④

小計　交付限度額⑤

小計　交付限度額⑥

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦　（令和6年12月17日通知分）

小計　交付限度額（R6経済対策等分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額⑩　（今回追加分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された令和６年度低所得世帯支援枠等分（事務費）

交付限度額⑨に係る希望額）

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務

費

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②

Ｂ２

国

の

予

算

年

度

(

※

R

5

補

正

、

R

6

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

Ｂ３

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　事務費

交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

都道府県・市町村コード（５桁）

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③
にかかる交付対象経費小林　功治

都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②
にかかる交付対象経費

交付対象経費(地方単独事業費)
（R5経済対策分）

担当者氏名

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④
にかかる交付対象経費

-                                                   

66,700                                            

-                                                   

国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥
にかかる交付対象経費

2,012,790                                       

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑦
にかかる交付対象経費 601,990                                          

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧にかかる交付対象経費 744,000                                          

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨にかかる交付対象経費 39,640                                            

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額⑩
にかかる交付対象経費 -                                                   

今回配分予定額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付

費

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

配分予定額計

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨

915,365                                                                   

93,141                                                                     

小計　交付限度額⑧

小計　交付限度額⑨

既配分額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費

交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

既配分額
国の予備費等（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付

費
既配分額

国のR5補正予算分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費

交付限度額⑤

既配分額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

既配分額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

-                                                            

小計　交付限度額②

小計　交付限度額③

既配分額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額⑦

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　給付費　交付限度額⑧

既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等

分）　事務費　交付限度額⑨

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和5年度本省繰越分）

エラー（担当
者・連絡先記

載不備）

-                                                            

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和6年12月17日通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額⑧　（令和7年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額⑨　（令和7年●月通知分）

915,365                                                                   

93,141                                                                     

593,283                                                                   

34,230                                                    

-                                                            

34,230                                                    

-                                                            

-                                                            

Ｂ６

3,778,848                                                                 

小計　交付限度額（R5経済対策分）

本省繰越希望額
（R6補正により措置された給付支援サービス分　交付限度額⑩に係る希望額） -                                                                     

R

6

経

済

対

策

等

に

か

か

る

本

省

繰

越

希

望

額

記

載

欄

-                                                                            小計　配分予定額（R6経済対策等分）

配分予定額計
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額⑩

                                                    99,773

                                                    15,026

                                                   130,039

                                                            -

-                                                                     

171,365                                                            

【調整前】本省繰越額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）交付限度額⑦

本省繰越の追加希望額　手動入力分
（調整用）

※記載は不要

                                                2,012,790

                                                    15,240

事業
終期

2,177,059                                                

総務省

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏ま
えた各省庁の通知
の発出状況に定義
されている対象分

野)

特定事業者等
支援

自治体利用欄
自治体での予算区

分
個人を対象と
した給付金等

自治体利用欄備考2 備考3

交付限度額計

基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

【調整前】今回配分予定額
推奨事業メニュー（R6補正）交付限度額⑦

593,283                                                                   推

奨

事

業

メ

ニ

ュ
ー

の

本

省

繰

越

希

望

額

の

調

整

欄

配分予定額計
国の予備費等（定額減税一体支援枠分）　給付費

交付限度額④

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費

交付限度額③

小計　配分予定額（R5経済対策分）

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）

交付限度額⑥

                                                1,345,060
【調整後】今回配分予定額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑦

-                                                                            

1,601,789                                                                                                                    485,800

                                                   181,930

                                                            - -                                                                            

エラー（自治
体名記載不

備）
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Ａ

Ｂ１ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ７

交付対象経費
国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国の予備費等
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
給付費

国の予備費等
（交付限度額⑤）

（給付金・定額減税一体
支援枠分）
事務費

国のR5予備費分
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス(令
和6年度)分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑦）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額⑧）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑨）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額⑩）

（給付支援サービス分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる
総事業費

Ｂ
Ｂ２

国

の

予

算

年

度

(

※

R

5

補

正

、

R

6

補

正

を

含

む

場

合

あ

り

)

Ｂ３

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

Ｂ６

事業
終期

成果目標（可能な限り定量
的指標を設定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏ま
えた各省庁の通知
の発出状況に定義
されている対象分

野)

特定事業者等
支援

自治体利用欄
自治体での予算区

分
個人を対象と
した給付金等

自治体利用欄備考2 備考3基金
事業
始期

Ｃ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
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11 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
価格高騰特別対策支援金支
給事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世帯
支援

137,620 39,500 39,500 98,120 

①物価高が続く中で住民税均等割のみ課税世帯等への支援を行うこと
で、低所得の方々の生活を維持する。
②住民税均等割のみ課税世帯等への給付金及び事務費
③給付金額
　・R６年度分の住民税均等割のみ課税世帯等　3950世帯×３0千円
　・R６年度分の住民税均等割のみ課税世帯の子どもの人数6０0人×20
千円
　　給付金額合計　１３０，５００千円
　・事務費　　７，１２０千円
　　事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務
委託料　使用料及び賃借料　として支出]
　・その他　９８，１２０千円　県補助金
④R６年度分の住民税均等割のみ課税世帯　（3950世帯）
　R６年度分の住民税均等割のみ課税世帯の子どもの人数（6０0人）

－ ○ － R7.3 R7.3 対象世帯に対して令和7年3月
までに支給を開始する。

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

12 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
障がい者福祉施設等価格高
騰対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学校
施設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

200 200 200 

①物価高が続く中で、原油価格等の高騰に伴う光熱費等の増大による
影響を緩和するため、県が実施する障害福祉サービス事業所に対する
支援金の交付対象とならない事業所に対し、市が独自に支援金を支給
し、安定的なサービスの提供の継続を図るもの
②事業者への補助金
③県の支援事業に準じた交付基準額
　　・通所系事業所　1か所あたり60,000円
　　・訪問系事業所　1か所あたり20,000円
　　・ガソリン代高騰に伴う加算　通所・訪問1か所あたり20,000円
【交付額】
　　・通所系事業所　80,000円（60,000円+20,000円）×2事業所＝
160,000円
　　・訪問系事業所　40,000円（20,000円+20,000円）×1事業所＝
40,000円
　　・計200,000円
④地域活動支援センター　2事業所
   移動支援事業所　1事業所

－ － － R7.3 R7.3
対象となる事業所への給付率
100％

ＨＰ
障害福祉サービス事
業所・施設等 R6補正（地）

13 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
高齢者福祉施設等価格高騰
対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学校
施設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

530 530 530 

①物価高が続く中で、原油価格等の高騰に伴う光熱費等の増大による
影響を緩和するため、県が実施する介護サービス事業所に対する支援
金の交付対象とならない総合事業実施事業所に対し、市が独自に支援
金を支給し、安定的なサービスの提供の継続を図るもの
②事業者への補助金
③県の支援事業に準じた交付基準額
　基準単価　60,000円＋加算額 2,000円×定員数＋ガソリン代高騰に伴
う加算20,000円
　通所型サービスA実施事業所　５事業所　計636,000円
　【交付額】
　　　　60,000円＋2,000円×10人＋20,000円  ２事業所　計200,000円
  　　　60,000円＋2,000円×12人＋20,000円　１事業所　計104,000円
　　　　60,000円＋2,000円×15人＋20,000円　２事業所　計220,000円
　計524,000円≒530千円
④総合事業通所型サービスA事業所（委託分）　５事業所

－ － － R7.3 R7.3
対象となる事業所への給付率
100％

ＨＰ
介護サービス事業
所・施設等 R6補正（地）

14 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
低所得のひとり親世帯への給
付金給付事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世帯
支援

25,980 25,980 25,980 

①物価高が続く中で、低所得のひとり親世帯への支援を行うことで、低
所得の方々の生活を維持する
②低所得のひとり親世帯への給付金及び事務費
③給付金額（県の支援事業に準じた給付金額）
　　・県が実施する町村の児童扶養手当を受給しているひとり親世帯へ
の給付に合わせ、市も同様に実施するもの
 　・児童一人あたり10,000円×児童2,414人＝24,140千円
　 ・給付に係る事務費（消耗品費、郵送料、手数料、システム改修委託
料）
　　1,840千円
④給付対象者数
　児童扶養手当受給者2,414人

－ ○ － R7.3 R7.3 給付を希望する対象者への給
付率100％

ＨＰ
低所得のひとり親世
帯への給付金等 R6補正（地）

15 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
私立保育園・幼稚園等価格高
騰対策支援事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学校
施設、公衆浴場
等に対する物
価高騰対策支
援

1,760 1,760 1,760 

①物価高が続く中で、私立の保育所等が安定してサービスを提供できる
よう、光熱費等の価格高騰分を補助するもの
②交付金
③基本分（光熱費）
　 ・電気料金、ガス料金の高騰価格分に対して定額補助
　　　  1～19人　 　20,000円×18園＝  360,000円
　　　 20～80人　　30,000円×18園＝　540,000円
　　　 81～160人　50,000円×10園＝   500,000円
　　　161人～　　  90,000円×  4園＝   360,000円
　・総額　1,760千円
④市内の50施設
　　保育園3園、幼稚園4園、認定こども園15園、
    地域型保育施設7園、認可外保育施設21園

－ － － R7.3 R7.3 対象施設50園の支援事業実
施

ＨＰ
保育所・幼稚園・認
定こども園等 R6補正（地）

16 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 水道料金負担軽減事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

エネルギー価格の高騰や食料品等の物
価高騰の影響が続く中、幅広く市民や事
業者に対して水道料金を軽減することに
より、家計の負担軽減による消費の下支
えや事業の安定継続に寄与することがで
きる。昨年度にも上水道料金の軽減を
行っているが、本事業を実施することで、
継続して広く市民の生活を支援すること
ができ、より効果的と考える。

204,490 204,490 204,490 

①物価上昇により影響を受けている市民・事業者を幅広く支援するた
め、上水道契約のうち家庭での契約が多い口径13mm栓の月額基本料
金858円分を、2か月間（1栓当たり858円×2か月＝1,716円)減額するも
の
②水道料金の軽減に係る水道事業会計への繰出金
③
〇基本料金　上水道契約数118,774栓×1,716円（口径13mm基本料金
858円×2か月間）＝203,820千円
　軽減対象期間：令和7年2月検針から令和7年3月検針分
〇事務費　システム改修費440千円
　　　　　　　納入通知書印刷費230千円
計204,490千円
④一般家庭、事業所（公共施設を除く）

－ － － R7.2 R7.3
対象とする契約への減額実施
率100％

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

17 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 下水道使用料負担軽減事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

エネルギー価格の高騰や食料品等の物
価高騰の影響が続く中、幅広く市民や事
業者に対して下水道使用料を軽減するこ
とにより、家計の負担軽減による消費の
下支えや事業の安定継続に寄与するこ
とができる。昨年度にも下水道使用料の
軽減を行っているが、本事業を実施する
ことで、継続して広く市民の生活を支援
することができ、より効果的と考える。

325,590 325,590 325,590 

①、物価上昇により影響を受けている市民・事業者をより幅広く支援す
るため、下水道使用者の月額基本料金1,452円（松本地区下水道使用
料基本料金相当額）分を、2か月間（1栓当たり1,452円×2か月＝2,904
円)減額するもの
②下水道使用料の軽減に係る下水道事業会計への繰出金
③
〇基本料金　下水道使用栓数111,732栓×1,452円（松本地区基本料金
相当額）×2か月間＝324,470千円
　軽減対象期間：令和7年2月検針から令和7年3月検針分
〇事務費　システム改修費 440千円
　　　　　　　納入通知書印刷費680千円
計325,590千円
④一般家庭、事業所（公共施設を除く）

－ － － R7.2 R7.3 対象とする契約への減額実施
率100％

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

18 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
農業集落排水使用料負担軽
減事業

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

エネルギー価格の高騰や食料品等の物
価高騰の影響が続く中、幅広く市民や事
業者に対して使用料を軽減することによ
り、家計の負担軽減による消費の下支え
や事業の安定継続に寄与することができ
る。昨年度にも使用料の軽減を行ってい
るが、本事業を実施することで、継続して
広く市民の生活を支援することができ、よ
り効果的と考える。

890 890 890 

①物価上昇等により影響を受けている安曇地区の農業集落排水施設利
用者を支援するため、農業集落排水処理施設使用料金を2か月間減額
するもの
②使用料金の軽減に係る農業集落排水事業会計への繰出金
③
〇軽減額：一律1か月　1,452円
　契約者数　293戸×1,452円×2か月＝850,872円
　軽減対象期間：令和7年2月検針から令和7年3月検針分
〇事務費　システム改修費10千円
               納入通知書印刷費20千円
計８９０千円
④安曇地区の農業集落排水処理施設利用者

－ － － R7.2 R7.3
対象とする契約への減額実施
率100％

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

19 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
合併処理浄化槽使用料負担
軽減事業（一般会計）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

エネルギー価格の高騰や食料品等の物
価高騰の影響が続く中、幅広く市民や事
業者に対して使用料を軽減することによ
り、家計の負担軽減による消費の下支え
や事業の安定継続に寄与することができ
る。昨年度にも使用料の軽減を行ってい
るが、本事業を実施することで、継続して
広く市民の生活を支援することができ、よ
り効果的と考える。

90 90 90 

①物価上昇・原油価格の高騰により影響を受けている市民・事業者を幅
広く支援するため、浄化施設使用料を2か月間減額するもの
②四賀第2・第3浄化施設使用料（歳入の減）
③軽減額：一律1か月　1,452円
　1,452円×2か月×32件≒90千円
　軽減対象期間：令和7年2月検針から令和7年3月検針分
　減免額　　　　　90千円
④四賀第2・第3浄化施設使用者

－ － － R7.2 R7.3
対象とする契約への減額実施
率100％

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）

20 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
合併処理浄化槽使用料負担
軽減事業（地域排水施設事業
特別会計）

Ⅱ．物価高の克服 ○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

エネルギー価格の高騰や食料品等の物
価高騰の影響が続く中、幅広く市民や事
業者に対して使用料を軽減することによ
り、家計の負担軽減による消費の下支え
や事業の安定継続に寄与することができ
る。昨年度にも使用料の軽減を行ってい
るが、本事業を実施することで、継続して
広く市民の生活を支援することができ、よ
り効果的と考える

2,960 2,960 2,960 

①物価上昇・原油価格の高騰により影響を受けている市民・事業者を幅
広く支援するため、浄化槽設使用料を2か月間減額するもの
②使用料の軽減に係る地域排水施設事業会計への繰出金
③軽減額：一律1か月　1,452円
　軽減対象期間：令和7年2月から令和7年3月分（同月請求）
　10人槽以下　1,452円×2か月× 1,012基＝　2,938,848円
　15人槽　　  　1,452円×2か月× 　 　3基＝　       8,712円
　20人槽　　  　1,452円×2か月× 　 　1基＝　       2,904円
　途中開始　 　1,452円×2か月×       5基＝ 　    14,520円
　　　　　　　　　　       　減免額合計　　2,964,984円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≒ 2,960千円
④四賀地区市町村設置型戸別合併処理浄化槽使用者

－ － － R7.2 R7.3
対象とする契約への減額実施
率100％

ＨＰ
対象分野に関連しな
い R6補正（地）


